
 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度 

八戸市復興計画推進市民委員会 

意 見 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 30 年 9 月 19 日 

 

 

八戸市復興計画推進市民委員会 

  

 

 

 

 

（案） 

 

第 4回八戸市復興計画推進市民委員会資料 

平 成 3 0 年 8 月 2 3 日 

総 合 政 策 部 政 策 推 進 課 



目 次 

 

Ⅰ はじめに １ 

Ⅱ 施策展開の方向 

・復興計画全体に関する総括意見 

・復興計画に掲げた４つの基本方向ごとの意見 

 

１ 

２～３ 

Ⅲ 個別の施策・事業に対する意見 ４～７ 

・八戸市復興計画推進市民委員会 委員名簿 

・審議経過 

８ 

８ 

 

 

 



 

- 1 - 

Ⅰ はじめに   
当委員会は、「より強い、より元気な、より美しい八戸」の実現を目指し、八戸市復興

計画（以下「復興計画」という。）の着実な進行管理を行うため、今年度これまで 4回に
わたり審議を重ねてきた。 
 復興計画では、平成 23年度からの 10ヶ年を、復旧期（2年）、再生期（3年）、創造期
（5年）の 3期に区分して段階的に復興に取り組んでおり、今年度は、創造期の 3年目を
迎えたところである。 
このような中、当委員会では、創造期における復旧・復興の現状や現下の社会経済情

勢を踏まえ、以下に掲げる「Ⅱ 施策展開の方向」及び「Ⅲ 個別の施策・事業に対する
意見」のとおり意見書を取りまとめた。 
当委員会の意見が八戸市の創造的復興に向けた取組の一助となることを期待する。 

 

Ⅱ 施策展開の方向   
復興計画全体に関する総括意見 
 
東日本大震災からの復旧・復興については、発災以来これまでの間、被災者並びに被災

事業者への支援はもとより、主要インフラの復旧や、津波避難タワー、津波防災センター、
避難道路・階段等の整備、災害協定の締結、防災教育の推進など、ハード・ソフト両面か
ら、官民挙げて集中的に各種施策に取り組み、各分野において着実に進捗が図られてきた。 
現在は、復興計画における最終段階の創造期に移行し、北東北における八戸市の拠点性

の向上と災害に強いまちづくりの実現に向け、様々な施策に取り組んでいるところである。 

当市が目指す創造的復興は、単なる原状復旧にとどまらない、人口の減少、少子高齢化、
環境問題、地域コミュニティの振興など、現在の日本が抱える諸課題にも対応した、新し
い地域社会の構築を目指すものであることから、今後も次の取組を確実に推進し、計画的
に復興を進めていただきたい。 
1. 「被災者の生活再建」については、企業等の維持発展と労働者の良好な職場環境の

確保等に影響を及ぼす労働力不足を解消するため、高齢者の多様な働き方を可能と
する労働条件の確立に取り組むとともに、若手人材の地元定着に資する取組を強化
すること。 

2. 「地域経済の再興」については、関連企業等の連携強化により、水産物や畜産物に
おける収益性の高い産業モデルの構築に取り組むとともに、八戸のイカ・サバの県
外へ向けた PR活動の強化や訪日外国人旅行客の受入体制の強化、八戸三社大祭の伝

統・文化、魅力を発信する山車製作場所の整備に取り組むこと。 
3. 「都市基盤の再建」については、八戸港港湾計画改訂の働き掛けや新大橋整備事業

の工期短縮に努めるとともに、公共交通への自発的転換を促す取組を推進すること。 
4. 「防災力の強化」については、事前対応・広域連携の考えを基本とした風水・土砂

災害を含む総合的な防災対策を推進するとともに、民間事業者における事業継続計
画（BCP）の策定促進、情報弱者に配慮した情報伝達体制の強化、エネルギーの安定
供給、災害時要援護者支援の充実のほか、様々な機会を通じた市民一人ひとりの防
災意識の啓発、産業振興や若者の地域定着のための環境整備等を牽引する産学官連
携プラットフォームの構築に取り組むこと。 

加えて、当市では現在、屋内スケート場や新美術館、（仮称）八戸市総合保健センターと

いった施設整備のほか、八戸版 DMO※の設立や子育て世代包括支援センター（八戸版ネウボ
ラ）の設置など、地域の魅力や活力の創出、市民の安心向上につながる将来に明るいプロ
ジェクトが進行しており、これらは、当市が目指す「より強い、より元気な、より美しい
八戸」の実現に大きな弾みとなるものであることから、この機会に今一度、復興の全市的
な機運を高め、創造的復興の総仕上げに向け、市民と行政・企業等が一体となった取組が
一層進展するよう期待する。  

 
※ DMO … Destination Management/Marketing Organization の略。観光地域づくりの舵取り役として、地域観光をマネジメントする

組織・法人。 
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復興計画に掲げた４つの基本方向ごとの意見 

 

１．「被災者の生活再建」に関する意見 
 
（１）生活支援の充実     （２）住宅確保の支援  

（３）雇用対策の強化     （４）暮らしの安心確保 
  
被災者の生活再建を推進するためには、被災者の視点に立ち、住宅、雇用、健康、環境

等の生活全般にわたって支援の充実を図り、安全・安心を確保していくことが重要である。 

具体的取組として、住宅確保の支援については、災害公営住宅入居者の早期の生活再建

が図られるよう、家賃上限設定に当たっては、震災による個々の財産損失の状況等に配慮

した対応に努める必要がある。 

雇用対策の強化については、近年、企業経営の維持発展と良好な労働環境の確保に大き

な影響を及ぼす労働力不足が深刻化している状況を受け、幅広い世代の労働力を有効に活

用するため、労働意欲のある高齢者の多様な働き方を可能とする労働条件の確立に向けて

企業等へ働き掛けるとともに、地域における仕事不足が取り除かれているこの時機を捉え、

若手人材の地元定着に資する取組を強化する必要がある。 

 

 

２．「地域経済の再興」に関する意見 
 
（１）水産業の再興       （２）農林畜産業の再興  （３）企業活動の再興 

（４）観光・サービス業の再興  （５）風評被害の防止 
   
地域経済の再興を推進するためには、観光・サービス業の強化を図るとともに、当市の

特性を活かした産業の形成と企業活動の活性化を図ることが重要である。 

具体的取組として、水産業の再興については、国内外において競争力の高い水産物の供

給体制を確立するため、関連企業の連携を強化し、弱点や隘路を打開するための取組を進

め、生産から流通に至る産業モデルの構築を図るとともに、八戸のイカ・サバの知名度・

ブランド力を高めるため、県外へ向けたPR活動を強化する必要がある。 

農林畜産業の再興については、八戸地域畜産関連産業振興ビジョンの具現化に向け、推

進体制の組織化と具体的行動計画の策定を進めるとともに、食肉や鶏卵等を原料に扱う加

工品製造業者との連携を促進し、収益性の高い産業モデルの構築に取り組む必要がある。 

観光・サービス業の再興については、増加する訪日外国人旅行客の受入体制を強化する

ため、宿泊施設等の施設改修への財政支援やおもてなしの充実に向けた関係機関の連携を

強化する必要がある。 

さらに、現在計画されている八戸三社大祭の山車製作場所の整備について、製作場所確

保の問題を抱える山車組の解消はもとより、ユネスコ無形文化遺産に登録された伝統ある

祭りを後世に継承し、その魅力を積極的に内外へ発信する機能を有する施設として、300

年の節目に当たる2020年度を目途に整備する必要がある。 

風評被害の防止については、放射性物質に係る監視体制を維持し、安全情報を適切に発

信するとともに、必要に応じてキャンペーン等を実施するなど、不安の払拭に最大限努め

る必要がある。 
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３．「都市基盤の再建」に関する意見 
 
（１）市街地の整備       （２）港湾の整備     （３）海岸・河川の整備 

（４）道路・公園・下水道等の整備（５）公共交通の維持・確保 
  
都市基盤の再建を推進するためには、津波等の災害に強い市街地の整備を進めるととも

に、北東北の国際物流拠点港である八戸港の整備促進や防災機能の強化、国際コンテナ定

期航路の拡充を図ることが重要である。 

具体的取組として、港湾の整備については、近年の八戸港を取り巻く諸情勢の変化や新

たなニーズに的確に対応するため、八戸港港湾計画の改訂を県へ働き掛ける必要がある。 

道路・公園・下水道等の整備については、長期通行止めによる各方面への影響を最小限

に抑えるため、新大橋整備事業の更なる工期短縮に努める必要がある。 

公共交通の維持・確保については、過度に自動車に頼る状況から、公共交通機関を賢く

利用する方向へ市民の自発的な転換を促す取組を推進する必要がある。 

 

 

４．「防災力の強化」に関する意見 
 
（１）防災体制の強化 （２）水・エネルギー対策の充実 （３）災害に強い地域づくり 
  
防災力の強化を図るためには、大震災の経験・教訓を踏まえ、市民、行政が一体となっ

た防災体制の強化、更なる節電・省エネルギー対策の推進、市民力を活かした災害に強い

地域づくりを進めていくことが重要である。 

具体的取組として、防災体制の強化については、防災訓練の積み重ねによる各種計画・

マニュアルの見直しや運用改善、民間企業における事業継続計画（BCP）の策定促進に取り

組むとともに、情報弱者にも配慮した災害発生時の情報伝達体制を強化するため、ほっと

スルメールの登録促進、大規模商業施設等との協力体制構築、フリーWi-Fi 環境の整備促

進、発信手段の多様化・多重化を推進する必要がある。 

さらに、近年、全国各地で事前の想定を上回る大規模災害が多発している状況を踏まえ、

風水害や土砂災害への対応も含めた総合的な防災対策として、「事前対応」「広域連携」の

考えに基づく取組を推進する必要がある。 

水・エネルギー対策の充実については、高い安全性の確保と安定供給を両立するエネル

ギーのベストミックスの実現に向け、関連企業等との連携を推進する必要がある。 

災害に強い地域づくりについては、災害時要援護者支援の充実を図るため、関係者間で

支援体制の現状や課題を共有する機会を設けるとともに、市民が復興施策に対する理解を

深め、創造的復興を真に実感できるまちづくりを推進するため、現在までの取組を市民に

分かりやすく伝え、併せて意見交換ができるフォーラム等の開催について検討するほか、

産業振興や若者の地域定着を図るための環境整備や基盤づくりを牽引するプラットフォー

ムを構築し、産学官が連携して取り組む必要がある。 
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Ⅲ 個別の施策・事業に対する意見 

施 策 名 意 見 の 内 容 

１．被災

者の生活

再建 

１－（２） 

住宅確保の支援 

1. 災害公営住宅における収入超過世帯の家賃上限設定については、

震災による財産損失の状況等にも配慮した対応を検討する必要

がある。 

 １－（３） 

雇用対策の強化 

2. 労働意欲のある高齢者が、個人の希望や能力に応じて勤務日数や

勤務時間を選べるような労働条件の確立に向けて、企業等へ働き

掛ける必要がある。 

  3. 有効求人倍率の上向きは、職場の選択肢が広がる点で好ましい一

方、企業によっては労働力不足により体力が低下してしまう懸念

もあることから、有効求人倍率を維持しつつ、企業体力の維持発

展につながる両者に調和の取れた施策に取り組む必要がある。 

  4. 地域における仕事不足が取り除かれているこの時機を捉え、若手

人材の地元定着に資する取組を強化する必要がある。 

２．地域

経済の再

興 

２－（１） 

水産業の再興 

5. 八戸のイカやサバの知名度・ブランド力を高めるため、県外へ向

けて、観光等も視野に入れたより分かりやすい形での PR に取り

組む必要がある。 

 6. 国際競争力のある水産物の供給体制の確立に向け、課題や具体的

なロードマップを市民に示して理解を得るとともに、関連企業の

連携を強化し、弱点や隘路を打開するための取組を進め、生産か

ら流通に至る産業モデルの構築を図る必要がある。 

 ２－（２） 

農林畜産業の再興 

7. 環境保全型農業の普及を一層促進するため、学校給食への積極的

活用を推進し、供給機会の拡大を図る必要がある。 

  8. 八戸地域畜産関連産業振興ビジョンの推進体制の組織化と具体

的行動計画の策定を進め、ビジョン具現化の取組を推進する必要

がある。 

  9. 農・畜産物のブランド化はもとより、高付加価値の製品開発を促

進し、収益性の高い産業モデルの構築に取り組む必要がある。 

  10. 環境への配慮と畜産振興の両方にバランスの取れた環境アセス

メントの実現に向け、近隣他県の基準等を示しながら、県に対し

要件緩和の要望を継続する必要がある。 

 ２－（４） 

観光・サービス業

の再興 

11. 旧柏崎小学校跡地に整備する八戸三社大祭の山車製作場所につ

いては、現在、東部終末処理場内の敷地を借用している 4山車組

のみならず、製作場所の確保に苦慮している他の山車組の利用も 

想定しつつ、観光展示機能を有し、ミュージアム施設を併設した

場所として、300 年の節目に当たる 2020 年度を目途に整備する

必要がある。 
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施 策 名 意 見 の 内 容 

２．地域

経済の再

興 

２－（４） 

観光・サービス業

の再興 

12. 訪日外国人旅行客の受入体制を整備・強化するため、ホテル等宿

泊施設における Wi-Fi整備や禁煙化等に対する財政支援と併せ、

おもてなしの充実に向けた関係機関の連携を強化する必要があ

る。 

 ２－（５） 

風評被害の防止 

13. 風評被害が存続している間は放射性物質に係る監視体制を維持

するとともに、必要に応じて徹底したキャンペーン等を実施し、

不安の払拭に努める必要がある。 

３．都市

基盤の再

建 

３－（２） 

港湾の整備 

14. 直近の改訂から相当年数が経過している現在の八戸港港湾計画

について、八戸港を取り巻く諸情勢の変化や新たなニーズに対応

するため、同計画の改訂を県（港湾管理者）へ働き掛ける必要が

ある。 

 ３－（４） 

道路・公園・下水

道等の整備 

15. 新大橋整備事業について、通行止めによる各方面への影響を考慮

し、更なる工期短縮に努める必要がある。 

 ３－（５） 

公共交通の維持・

確保 

16. 渋滞や環境等に配慮し、過度に自動車に頼る状況から、公共交通

機関を賢く利用する方向へ市民の自発的な転換を促す取組を推

進する必要がある。 

  17. はっち・マチニワ間を往来する歩行者の道路横断の実態を踏ま

え、関係機関と協議の上、適切な安全対策を講じる必要がある。 

４．防災

力の強化 

４－（１） 

防災体制の強化 

18. 近年、全国各地で事前の想定を上回る大規模災害が多発している

状況を踏まえ、風水害や土砂災害への対応も含めた防災対策を推

進する必要がある。 

  19. これまでの「事後処理」の復旧・復興から脱却し、「事前対応」

の考えに基づいた防災対策を推進し、より迅速な復旧・復興に資

する組織体制を構築する必要がある。 

  20. 国土強靭化地域計画の策定においては、圏域８市町村合同で策定

する強みを活かし、広域災害に対する連携を強化することで被害

の最小化と復興の迅速化を図る必要がある。 

  21. 民間企業における事業継続計画（BCP）の策定を促進するため、

各業界団体等に対し、その業態に合わせた雛形の作成を働き掛け

る必要がある。 

  22. 市民が日頃から津波避難ビルや指定避難所、避難路等の場所を認

識し、津波からの的確な避難行動が取れるよう、津波避難計画図

や津波避難ハンドブックを活用した継続的な周知に取り組む必

要がある。 
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施 策 名 意 見 の 内 容 

４．防災

力の強化 

４－（１） 

防災体制の強化 

23. 図上訓練と実地訓練の積み重ねにより、各種計画・マニュアルの

見直しや運用改善を図り、災害対応力の向上を図る必要がある。 

  24. 消防法で義務化されているにもかかわらず事業所における防災

訓練の実施率が向上しない要因を分析し、消防本部等とも連携し

ながら実効性のある取組を検討する必要がある。 

  25. 施設福祉避難所における避難訓練の実施状況や施設が抱える課

題等の把握に努め、その課題解決に向けた具体的な支援を検討す

る必要がある。 

  26. （仮称）みなと体験学習施設のオープン後の運営については、各

種企画展示やイベント等を積極的に展開するなど、防災学習の場

として市民に何度も訪れてもらえるような工夫が必要である。 

  27. ほっとスルメールの登録促進に向け、様々な機会・手段を通じた

呼び掛けを強化する必要がある。 

  28. 大規模商業施設等における災害発生時の来客者の安全確保及び

情報伝達体制の強化を図るため、当該施設との協力体制を構築す

る必要がある。 

  29. 市民生活に影響する重要な災害情報等の周知については、情報発

信の多重化・多様化を推進し、情報弱者にも配慮した広報体制の

充実を図る必要がある。 

  30. 災害発生時の情報収集や連絡手段としてのほか、近年増加する訪

日外国人旅行客の通信手段としても必要性が高いフリーWi-Fi

（公衆無線 LAN）について、防災と観光の両面から一体的に推進

し、一部公共施設や観光施設に止まらず全市的に整備する必要が

ある。 

  31. 震災からの年月の経過とともに、震災記憶の風化が懸念されるこ

とから、防災意識や関心を維持・向上させるための取組を継続す

る必要がある。 

  32. 企業社会人新人研修や観光客向け震災学習等を通じて当市の復

興に向けた取組を積極的に発信し、防災や危機管理に関する意識

啓発に努める必要がある。 

 ４－（２） 

水・エネルギー対

策の充実 

33. 高い安全性の確保と安定供給を両立するエネルギーのベストミ

ックスの実現に向け、関連企業等との連携を推進する必要があ

る。 

 ４－（３） 

災害に強い地域づ

くり 

34. 災害時要援護者支援の充実を図るため、関係者等が一同に会し、

支援体制の現状や課題を共有し、意見交換等を行う機会を設ける

必要がある。 
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施 策 名 意 見 の 内 容 

４．防災

力の強化 

４－（３） 

災害に強い地域づ

くり 

35. 市民が創造的復興を真に実感できるまちづくりを推進するため、

これまでの復興状況をビジュアル映像化し、進行中の事業や今後

の計画について、市民に伝えながら意見交換ができるフォーラム

等の開催について検討する必要がある。 

  36. 市内高等教育機関を中心に、産業振興や若者の地域定着を図るた

めの環境整備や基盤づくりを牽引するプラットフォームを構築

し、産学官連携のもとで取り組む必要がある。 
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 池本 伸也 八戸市社会福祉協議会 常務理事 
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審議経過 

 

委員会 開催日 審議案件 

第 1回 平成 30年 5月 18日（金） 
・市民委員会の運営方法について 

・復興事業現地視察 

第 2回 平成 30年 6月 27日（水） 
・被災者の生活再建について 

・防災力の強化について 

第 3回 平成 30年 7月 19日（木） 
・地域経済の再興について 

・都市基盤の再建について 

第 4回 平成 30年 8月 23日（木） ・意見書の取りまとめについて 

 

 


